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取引をタイトルと
して示しています。

実務で発生すると
予想される会計上
の取引を、設例と
して具体的に示し
ています。

取引に対する仕訳
を示しています。

仕訳の理解を深め
るために、解説を
記載しています。

期中によく使われる日常の仕訳は
「日常」、決算の時によく使われる
仕訳は「決算」として示していま
す。

 

本 書 の 見 方

取引に対する消費
税区分を示してい
ます。
必要に応じて、補
足説明を付してい
ます。なお、本例
では課税仕入とな
るのは切手の購入
です。現金や預金
など課税の対象に
ならない科目は省
略しています。

第３章　貸借対照表科目の仕訳例

 現金で切手を購入した２

仕　訳

取　引

　管理業務で使用する切手500円を 現金で購入した。

解　説

　切手の購入は「 通信 運搬費」で処理をします。
　切手の購入額に重要性が乏しい場合（100ページ　コラム「 重
要性の原則について」参照）には、購入時に全額費用処理する
ことが認められています。

借方 貸方

 管理費－ 通信 運搬費（一般） 500  現金（B/S） 500

消費税

　切手の購入は、課税仕入となります。

日常 決算
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仕訳に関してより
理解を深めていた
だきたい事項をわ
かりやすく、やさ
しく記載していま
す。

仕訳に関して、よ
り詳細に知ってい
ただくための解説
コーナーです。
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仕　訳
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解　説

　切手の購入は「 通信 運搬費」で処理をします。
　切手の購入額に重要性が乏しい場合（100ページ　コラム「 重
要性の原則について」参照）には、購入時に全額費用処理する
ことが認められています。

借方 貸方

 管理費－ 通信 運搬費（一般） 500  現金（B/S） 500

消費税

　切手の購入は、課税仕入となります。

日常 決算

流動資産

 仮払金、 仮受金、  現金過不足勘定について

　「 仮払金」は、 現金等の支出の事実はあるが、最終的な金額
や相手勘定が未確定の場合に、支出の事実を一時的に処理して
おく科目をいいます。

　「 仮受金」は、 現金等の受入の事実はあるが、最終的な金額
や相手勘定が未確定の場合に、受入の事実を一時的に処理して
おく科目をいいます。

　「  現金過不足」は、 現金の帳簿の残高と実際有高が一致しな
い場合に、不一致額を一時的に処理しておく科目をいいます。

　「 仮払金」「 仮受金」および「  現金過不足」勘定は、あくまで
も一時的な仮勘定であるため、原則として、決算書においては
「 仮払金」残高、「 仮受金」残高、「  現金過不足」残高がゼロに
なるように年度内に精算するほうがよいでしょう。

コ ラ ム 現金・小口現金

普通預金

外貨預金・
定期預金

未収会費

未 収 金

前 払 金

立 替 金

仮 払 金

貯 蔵 品

商品・出版物

基本財産

特定資産

建物・構造物

車両運搬具

什器備品

土 地

リース資産

ソフトウェア

商標権・特許権

敷 金

投資有価証券

未 払 金

前 受 金

前受会費

預 り 金

短期借入金

仮 受 金

未払法人税等・
未払消費税等

貸倒引当金

賞与引当金

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

預り保証金

第３章　貸借対照表科目の仕訳例

詳細解説 
有価証券の 貸借対照表価額について

１．  有価証券の保有目的と 貸借対照表価額について
　 有価証券は、その保有目的により① 満期保有目的の債券、②  子会社株
式及び 関連会社株式、③ 満期保有目的の債券ならびに  子会社株式及び 関
連会社株式以外の 有価証券（ その他 有価証券）に区分され、 有価証券の
 貸借対照表価額は、保有目的の区分により異なります。

〈  有価証券の保有目的と 貸借対照表価額の関係〉
保有目的  貸借対照表価額 備　考

 満期保有目的の債券 取得価額または償却原価 時価を注記
  子会社株式及び 関連会社株式 取得価額
その他
 有価証券

市場価格があるもの 時価
市場価格がないもの 取得価額

取得価額：有価証券 の支払対価＋手数料等の付随費用 （経過利子は含め
ない）

償却原価：債券金額（額面）と取得価額が異なる場合、その差額を償還
期限まで毎期一定の方法で取得価額に加減した後の金額

時　価　：市場価格に基づく価額、または合理的に算定された価額
※保有目的にかかわらず、時価が著しく下落（帳簿価額からおおむね
50％超の下落）したときは、回復の見込みがあると認められる場合を
除き、時価評価が強制されます。

２．満期保有 目的の債券の時価の注記について
　満期保有 目的の債券は、満期償還額が確定していますので、時価が算
定できるものであっても、取得価額または償却原価を貸借対照 表価額と
することとしています。
　この場合、期末時価および評価損益が貸借対照 表および正味財産 増減
計算書に計上されないため、財務諸表に対する注記に「満期保有 目的の


